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１ 砺波市砺波農村環境改善センター使用料

現行 （単位：円）

備考

１ 承認を受けた利用時間帯を超えて利用する場合の使用料の額は、１時間（１時間未満は、１時間とす

る。）につき、当該利用の直近の時間帯の使用料に１００分の３０を乗じて得た額（１０円未満は、

切り捨てる。）とする。

２ 営利目的で利用する場合は、この表に掲げる金額（前項により算出した額を含む。）に１００分の１

００を乗じて得た額を加算する。

３ 冷暖房を利用する場合は、１時間（１時間未満は、１時間とする。）につき、多目的ホールにおいて

は５５０円、それ以外の室においては１１０円を加算する。

改正後 （単位：円）

備考

１ 承認を受けた利用時間帯を超えて利用する場合の使用料の額は、１時間（１時間未満は、１時間とす

る。）につき、当該利用の直近の時間帯の使用料に１００分の３０を乗じて得た額（１０円未満は、

切り捨てる。）とする。

２ 営利目的で利用する場合は、この表に掲げる金額（前項により算出した額を含む。）に１００分の１

００を乗じて得た額を加算する。

３ 冷暖房を利用する場合は、１時間（１時間未満は、１時間とする。）につき、多目的ホールにおいて

は５６０円、それ以外の室においては１１０円を加算する。

区分 午前 午後 昼間 夜間 昼夜間 全日

午前９時～

正午

午後１時～

午後５時

午前９時～

午後５時

午後６時～

午後１０時

午後１時～

午後１０時

午前９時～

午後１０時

多目的ホール ５，６６０ ８，４３０１１，２１０１１，２１０１６，８７０ １９，６５０

農事研修室 ７２０ １，１３０ １，４４０ １，７５０ ２，２６０ ２，７８０

生活研修室 １，４４０ ２，２６０ ２，７８０ ３，３９０ ４，５３０ ５，６６０

研修室 １，５４０ ２，３７０ ２，８８０ ３，５００ ４，６３０ ５，７６０

和室 １，４４０ ２，２６０ ２，７８０ ３，３９０ ４，５３０ ５，６６０

視聴覚室 １，４４０ ２，２６０ ２，７８０ ３，３９０ ４，５３０ ５，６６０

附属設備 市長が別に定める金額

区分 午前 午後 昼間 夜間 昼夜間 全日

午前９時～

正午

午後１時～

午後５時

午前９時～

午後５時

午後６時～

午後１０時

午後１時～

午後１０時

午前９時～

午後１０時

多目的ホール ５，７６０ ８，５９０１１，４２０１１，４２０１７，１８０ ２０，０１０

農事研修室 ７３０ １，１５０ １，４７０ １，７８０ ２，３００ ２，８３０

生活研修室 １，４７０ ２，３００ ２，８３０ ３，４６０ ４，６１０ ５，７６０

研修室 １，５７０ ２，４１０ ２，９３０ ３，５６０ ４，７１０ ５，８７０

和室 １，４７０ ２，３００ ２，８３０ ３，４６０ ４，６１０ ５，７６０

視聴覚室 １，４７０ ２，３００ ２，８３０ ３，４６０ ４，６１０ ５，７６０

附属設備 市長が別に定める金額
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２ 砺波市庄川農村環境改善センター使用料

現行 （単位 円）

備考

１ 営利目的で利用する場合は、この表に掲げる金額に１００分の１００を乗じて得た額を加算する。

２ 冷暖房を利用する場合は、この表に掲げる金額に１００分の３０を乗じて得た額（１０円未満は、切

り捨てる。）を加算する。

改正後 （単位 円）

区分 午前 午後 夜間

午前９時～正午 正午～午後５時 午後５時～午後１０時

農産加工兼調理実習室 １，２３０ ２，０６０ ２，０６０

和室研修室 ９３０ １，５４０ １，５４０

会議室 １，２３０ ２，０６０ ２，０６０

農事研修室 １，２３０ ２，０６０ ２，０６０

営農相談室 ６２０ １，０３０ １，０３０

多目的ホール １，８５０ ３，０９０ ３，０９０

区分 午前 午後 夜間

午前９時～正午 正午～午後５時 午後５時～午後１０時

農産加工兼調理実習室 １，２６０ ２，１００ ２，１００

和室研修室 ９４０ １，５７０ １，５７０

会議室 １，２６０ ２，１００ ２，１００

農事研修室 １，２６０ ２，１００ ２，１００

営農相談室 ６３０ １，０５０ １，０５０

多目的ホール １，８９０ ３，１４０ ３，１４０


